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企
業
防
衛
制
度
推
進
委
員
会
で
は
、
T
K
C
全

国
会
運
動
方
針
第
1
フ
ェ
ー
ズ
の
2
年
間
、

「
き
ぼ
う
の
S
t
e
p
」
を
実
践
し
〝
保
険
指

導
の
標
準
業
務
化
〞
に
取
り
組
む
事
務
所
の
拡

大
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、
委
員
会

戦
略
目
標
の
達
成
を
目
指
す
た
め
の
具
体
的
な

戦
略
と
し
て
、
事
務
所
層
別
の
戦
略
的
支
援
を

展
開
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
マ
ス
タ
ー
ズ
会

員
（
T
K
C
企
業
防
衛
制
度
保
有
契
約
高
50
億

円
以
上
）
に
お
け
る
就
業
不
能
保
障
推
進
拡
大

の
た
め
の
事
務
所
体
制
構
築
を
テ
ー
マ
に
、
本

年
10
月
に
T
K
C
西
東
京
山
梨
会
で
開
催
さ
れ

た
マ
ス
タ
ー
ズ
研
修
会
で
の
畑
義
治
会
員

（
T
K
C
静
岡
会
）
講
師
に
よ
る
特
別
講
演
の

内
容
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

T
K
C
企
業
防
衛
制
度
と
の
出
会
い

昭
和
62
年
4
月
1
日
、
関
与
先
〝
ゼ
ロ
〞
で

開
業
し
ま
し
た
。
当
初
は
関
与
先
を
拡
大
す
る

こ
と
だ
け
で
頭
の
中
が
一
杯
だ
っ
た
私
の
素
っ

気
な
い
対
応
に
も
め
げ
ず
、
大
同
生
命
の
担
当

者
が
よ
く
事
務
所
を
訪
問
し
て
く
れ
ま
し
た
。

支
社
長
や
ス
タ
ッ
フ
の
、
企
業
防
衛
制
度
推
進

に
か
け
た
情
熱
と
、
事
務
所
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と

し
て
支
援
し
よ
う
と
す
る
真
摯
な
姿
に
心
を
動

か
さ
れ
、
同
年
6
月
に
代
理
店
登
録
を
い
た
し

ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
39
年
間
、
事
務
所
拡
大
と

と
も
に
、
事
務
所
体
制
の
構
築
、
そ
し
て

T
K
C
活
動
の
一
環
と
し
て
企
業
防
衛
に
全
力

で
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

T
K
C
会
員
事
務
所
が
保
険
指
導
を
行
う
理
由

飯
塚
毅
T
K
C
全
国
会
初
代
会
長
が
示
さ
れ

た
よ
う
に
、
保
険
指
導
は
T
K
C
会
員
事
務
所

の
正
当
業
務
で
す
。
T
K
C
シ
ス
テ
ム
の
徹
底

活
用
と
月
次
巡
回
監
査
に
よ
り
、
関
与
先
の
正

確
な
財
務
情
報
と
、
リ
ス
ク
や
経
営
戦
略
等
の

非
財
務
情
報
を
把
握
し
て
い
る
T
K
C
会
員
事

務
所
だ
け
が
適
正
な
保
険
指
導
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
保
険

指
導
の
実
践
に
あ
た

っ
て
は
、
T
K
C
活

動
の
徹
底
が
前
提
で

す
。
月
次
巡
回
監
査
、

T
K
C
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
情
報
サ
ー
ビ
ス
、
T
K
C
方
式
の
書
面
添
付
、

継
続
M
A
S
予
算
登
録
等
を
実
践
す
る
体
制
が

あ
る
か
ら
こ
そ
、
保
険
指
導
を
、
よ
り
価
値
の

あ
る
「
経
営
助
言
」
と
し
て
関
与
先
に
提
供
で

き
る
の
で
す
。

坂
本
孝
司
T
K
C
全
国
会
会
長
は
、
巡
回
監

査
の
本
質
は
「
三
現
主
義
（
現
地
・
現
物
・
現

人
）」
で
あ
る
と
唱
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

の
考
え
方
は
保
険
指
導
に
お
い
て
も
同
様
で
す
。

月
次
巡
回
監
査
を
通
じ
た
関
与
先
と
の
「
顔
の

見
え
る
関
係
」
に
よ
り
、「
親
身
と
な
っ
た
」

保
険
指
導
を
徹
底
的
に
実
践
し
て
い
か
な
く
て

は
い
け
ま
せ
ん
。

企業防衛ニュース No．540

T
K
C
西
東
京
山
梨
会
マ
ス
タ
ー
ズ
研
修
会「
特
別
講
演
」よ
り

T
K
C
会
計
人
と
し
て
や
る
べ
き
こ
と
に
全
力
で
取
り
組
む

〜
企
業
防
衛
で
も
全
て
の
お
客
様
に
温
度
差
な
く
満
腹
作
戦
で
〜

【
三
現
主
義
】

①
現
地
（
現
場
）

少
な
く
と
も
毎
月
関
与
先
を
訪
問
し
、
そ
の
事

業
活
動
の
現
場
に
身
を
置
い
て
事
業
の
実
態
を

把
握
す
る
。
臨
場
感
あ
る
現
地
で
こ
そ
、
気
づ

け
る
事
実
が
あ
り
ま
す
。

②
現
物
（
証
拠
）

事
実
認
定
を
行
う
た
め
に
、
領
収
書
、
請
求
書
、

契
約
書
な
ど
の
証
憑
類
を
確
認
す
る
と
と
も

に
、
必
要
に
応
じ
て
実
際
の
「
モ
ノ
」
を
確
認

す
る
。
す
べ
て
の
仕
訳
が
取
引
の
経
済
実
態
、

す
な
わ
ち
「
真
正
の
事
実
」
を
正
確
に
反
映
し

て
い
る
か
を
確
か
め
る
姿
勢
で
す
。

③
現
人
（
顔
の
見
え
る
関
係
）

経
営
者
、
経
理
担
当
者
、
各
取
引
の
責
任
者
と

直
接
対
話
し
、
意
図
や
背
景
を
把
握
す
る
。
必

要
に
応
じ
て
、
会
計
・
税
務
の
視
点
か
ら
指
導

も
行
い
ま
す
。

（
第
52
回
T
K
C
全
国
役
員
大
会
坂
本
会
長
講
演
よ
り
）
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ま
た
、
当
事
務
所
で
は
、
正
確
な
経
理
処
理

を
行
う
た
め
に
、
全
て
の
関
与
先
に
対
し
て
保

険
証
券
を
確
認
し
保
険
料
の
内
訳
書
を
作
成
し

て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
基
本
活
動
の
積
み
重
ね

が
関
与
先
と
の
信
頼
関
係
の
構
築
に
つ
な
が
る

の
で
す
。

事
務
所
全
員
で
取
り
組
む
た
め
の
体
制
構
築

企
業
防
衛
は
全
て
の
関
与
先
に
温
度
差
な
く

実
践
し
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に

は
、
事
務
所
全
員
で
取
り
組
む
た
め
の
体
制
構

築
が
重
要
で
す
。
当
事
務
所
で
は
、
次
の
取
り

組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①
保
険
指
導
理
念
の
啓
蒙

毎
月
開
催
し
て
い
る
推
進
会
議
で
は
、
冒
頭
、

全
員
で
『
T
K
C
企
業
防
衛
制
度
導
入
の
8
原

則
』
を
唱
和
し
、
さ
ら
に
所
長
が
自
ら
の
言
葉

で
職
員
に
解
説
す
る
こ
と
で
、
事
務
所
全
体
の

理
念
の
啓
発
に
つ
な
げ
て
い
ま
す
。
特
に
、
第

4
原
則
「
満
腹
作
戦
の
実
施
」
に
つ
い
て
は
、

死
亡
保
険
だ
け
で
な
く
就
業
不
能
リ
ス
ク
や
介

護
リ
ス
ク
も
含
め
た
『
ト
ー
タ
ル
保
障
』
の
視

点
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
徹
底
し
て
伝
え
て

い
ま
す
。

②
推
進
会
議
に
お
け
る
進
捗
状
況
の
確
認

推
進
責
任
者
主
導
で
準
備
・
運
営
す
る
推
進

会
議
で
は
、
各
担
当
者
が
事
前
に
推
進
責
任
者

か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
受
け
た
う
え
で
会
議
に
臨

み
ま
す
。
会
議
で
は
、
年
始
に
設
定
し
た
事
務

所
目
標
の
進
捗
確
認
を
行
い
、
関
与
先
ご
と
の

標
準
保
障
額
の
充
足
状
況
と
ト
ー
タ
ル
保
障
の

加
入
状
況
を
確
認
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
事
務

所
と
し
て
の
最
適
な
指
導
内
容
を
決
定
す
る
た

め
に
、
各
担
当
者
は
先
輩
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス

も
積
極
的
に
活
用
し
て
い
ま
す
。

③
決
算
報
告
会
で
の
保
険
指
導
の
徹
底

現
在
、
事
務
所
の
92
％
の
関
与
先
で
決
算
報

告
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
決
算
報
告
会
で
は
、

1
年
間
の
経
営
成
果
を
確
認
す
る
こ
と
に
加
え

て
、
重
点
課
題
の
整
理
、
翌
期
の
見
通
し
（
経

営
計
画
）
の
策
定
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

際
、
必
ず
標
準
保
障
額
を
説
明
し
、
過
不
足
に

対
す
る
保
険
指
導
を
行
い
ま
す
。
こ
の
取
り
組

み
を
通
じ
て
、
ほ
ぼ
全
て
の
関
与
先
経
営
者
が

リ
ス
ク
に
対
す
る
認
識
を
深
め
て
い
ま
す
。

最
も
重
要
な
こ
と
は
、
所
長
の
方
針

T
K
C
会
計
人
と
し
て
、
関
与
先
完
全
防
衛

の
実
現
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、

全
関
与
先
に
対
し
て
温
度
差
な
く
保
険
指
導
を

実
践
し
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ

の
実
践
に
あ
た
っ
て
は
事
務
所
全
員
で
取
り
組

み
、
目
標
達
成
す
る
た
め
の
体
制
構
築
が
重
要

で
す
。
先
生
方
に
お
か
れ
て
も
、
体
制
構
築
の

重
要
性
を
ご
認
識
い
た
だ
き
、
所
長
自
ら
先
頭

に
立
っ
て
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
所
長
の
強
い
想
い
な
く
し
て
は
、

体
制
構
築
は
実
現
で
き
ま
せ
ん
。
当
事
務
所
は
、

こ
れ
か
ら
も
T
K
C
会
計
人
と
し
て
や
る
べ
き

こ
と
に
全
力
で
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。　

■

TKC企業防衛制度導入の8原則
第1原則【肉親の一人としての助言・指導】
関与先の防衛問題を、関与先の経営者の肉親の一人
として、親身になって解決してやるのだとの純粋か
つ崇高な使命感から助言し指導すること。

第2原則【純粋かつ断固たる指導者の態度】
先生は相手方の妄想、思惑、風当たりを考え、及び
腰で説得する、との態度を絶対的に避け得ているこ
と。

第3原則【会計税務・経営の指導者の態度】
先生は保険会社の外務員でもなければ、保険会社の
代弁者でもない。会計税務の専門家であり、経営の
指導者である。ただ、資本制社会の制度としての保
険の一種類を、最も有利に関与先のために活用せん
とするだけだ、との態度を絶対に堅持すること。

第4原則【満腹作戦の実施】
企業防衛制度の契約指導に当たっては、満腹作戦を
とること。

第5原則【適正額算出による指導】
関与先企業における保険適正額を予め算出して指導
に当たること。

第6原則【議事録の作成】
先生は保険加入説得の時点で、関与先に対し、保険
契約成立と同時に法的に有効な議事録作成のアフ
ターサービスを実施する旨を、厳然と伝えておくこ
と。

第7原則【会計人としての保険指導】
先生は保険会社の外務員ではなく、保険契約指導の
会計人なのですから、いささかでも勧誘的な感触を
関与先に与えないよう厳然たる指導者的態度を崩さ
ず、堂々と胸を張って行動すること。

第8原則【関与先企業に最も有利な保険の指導】
関与先企業に保険契約を指導する場合には、常にそ
の時点で、関与先に最も適切有利なものに的を絞り、
それ以外は薦めない態度を堅持すること。



66

企
業
防
衛
制
度
推
進
委
員
会
で
は
、
T
K
C
全

国
会
運
動
方
針
第
1
フ
ェ
ー
ズ
の
2
年
間
、

「
き
ぼ
う
の
S
t
e
p
」
を
実
践
し
〝
保
険
指

導
の
標
準
業
務
化
〞
に
取
り
組
む
事
務
所
の
拡

大
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、
委
員
会

戦
略
目
標
の
達
成
を
目
指
す
た
め
の
具
体
的
な

戦
略
と
し
て
、
事
務
所
層
別
の
戦
略
的
支
援
を

展
開
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
マ
ス
タ
ー
ズ
会

員
（
T
K
C
企
業
防
衛
制
度
保
有
契
約
高
50
億

円
以
上
）
に
お
け
る
就
業
不
能
保
障
推
進
拡
大

の
た
め
の
事
務
所
体
制
構
築
を
テ
ー
マ
に
、
本

年
10
月
に
T
K
C
西
東
京
山
梨
会
で
開
催
さ
れ

た
マ
ス
タ
ー
ズ
研
修
会
で
の
畑
義
治
会
員

（
T
K
C
静
岡
会
）
講
師
に
よ
る
特
別
講
演
の

内
容
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

T
K
C
企
業
防
衛
制
度
と
の
出
会
い

昭
和
62
年
4
月
1
日
、
関
与
先
〝
ゼ
ロ
〞
で

開
業
し
ま
し
た
。
当
初
は
関
与
先
を
拡
大
す
る

こ
と
だ
け
で
頭
の
中
が
一
杯
だ
っ
た
私
の
素
っ

気
な
い
対
応
に
も
め
げ
ず
、
大
同
生
命
の
担
当

者
が
よ
く
事
務
所
を
訪
問
し
て
く
れ
ま
し
た
。

支
社
長
や
ス
タ
ッ
フ
の
、
企
業
防
衛
制
度
推
進

に
か
け
た
情
熱
と
、
事
務
所
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と

し
て
支
援
し
よ
う
と
す
る
真
摯
な
姿
に
心
を
動

か
さ
れ
、
同
年
6
月
に
代
理
店
登
録
を
い
た
し

ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
39
年
間
、
事
務
所
拡
大
と

と
も
に
、
事
務
所
体
制
の
構
築
、
そ
し
て

T
K
C
活
動
の
一
環
と
し
て
企
業
防
衛
に
全
力

で
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

T
K
C
会
員
事
務
所
が
保
険
指
導
を
行
う
理
由

飯
塚
毅
T
K
C
全
国
会
初
代
会
長
が
示
さ
れ

た
よ
う
に
、
保
険
指
導
は
T
K
C
会
員
事
務
所

の
正
当
業
務
で
す
。
T
K
C
シ
ス
テ
ム
の
徹
底

活
用
と
月
次
巡
回
監
査
に
よ
り
、
関
与
先
の
正

確
な
財
務
情
報
と
、
リ
ス
ク
や
経
営
戦
略
等
の

非
財
務
情
報
を
把
握
し
て
い
る
T
K
C
会
員
事

務
所
だ
け
が
適
正
な
保
険
指
導
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
保
険

指
導
の
実
践
に
あ
た

っ
て
は
、
T
K
C
活

動
の
徹
底
が
前
提
で

す
。
月
次
巡
回
監
査
、

T
K
C
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
情
報
サ
ー
ビ
ス
、
T
K
C
方
式
の
書
面
添
付
、

継
続
M
A
S
予
算
登
録
等
を
実
践
す
る
体
制
が

あ
る
か
ら
こ
そ
、
保
険
指
導
を
、
よ
り
価
値
の

あ
る
「
経
営
助
言
」
と
し
て
関
与
先
に
提
供
で

き
る
の
で
す
。

坂
本
孝
司
T
K
C
全
国
会
会
長
は
、
巡
回
監

査
の
本
質
は
「
三
現
主
義
（
現
地
・
現
物
・
現

人
）」
で
あ
る
と
唱
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

の
考
え
方
は
保
険
指
導
に
お
い
て
も
同
様
で
す
。

月
次
巡
回
監
査
を
通
じ
た
関
与
先
と
の
「
顔
の

見
え
る
関
係
」
に
よ
り
、「
親
身
と
な
っ
た
」

保
険
指
導
を
徹
底
的
に
実
践
し
て
い
か
な
く
て

は
い
け
ま
せ
ん
。
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T
K
C
西
東
京
山
梨
会
マ
ス
タ
ー
ズ
研
修
会「
特
別
講
演
」よ
り

T
K
C
会
計
人
と
し
て
や
る
べ
き
こ
と
に
全
力
で
取
り
組
む

〜
企
業
防
衛
で
も
全
て
の
お
客
様
に
温
度
差
な
く
満
腹
作
戦
で
〜

【
三
現
主
義
】

①
現
地
（
現
場
）

少
な
く
と
も
毎
月
関
与
先
を
訪
問
し
、
そ
の
事

業
活
動
の
現
場
に
身
を
置
い
て
事
業
の
実
態
を

把
握
す
る
。
臨
場
感
あ
る
現
地
で
こ
そ
、
気
づ

け
る
事
実
が
あ
り
ま
す
。

②
現
物
（
証
拠
）

事
実
認
定
を
行
う
た
め
に
、
領
収
書
、
請
求
書
、

契
約
書
な
ど
の
証
憑
類
を
確
認
す
る
と
と
も

に
、
必
要
に
応
じ
て
実
際
の
「
モ
ノ
」
を
確
認

す
る
。
す
べ
て
の
仕
訳
が
取
引
の
経
済
実
態
、

す
な
わ
ち
「
真
正
の
事
実
」
を
正
確
に
反
映
し

て
い
る
か
を
確
か
め
る
姿
勢
で
す
。

③
現
人
（
顔
の
見
え
る
関
係
）

経
営
者
、
経
理
担
当
者
、
各
取
引
の
責
任
者
と

直
接
対
話
し
、
意
図
や
背
景
を
把
握
す
る
。
必

要
に
応
じ
て
、
会
計
・
税
務
の
視
点
か
ら
指
導

も
行
い
ま
す
。

（
第
52
回
T
K
C
全
国
役
員
大
会
坂
本
会
長
講
演
よ
り
）
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ま
た
、
当
事
務
所
で
は
、
正
確
な
経
理
処
理

を
行
う
た
め
に
、
全
て
の
関
与
先
に
対
し
て
保

険
証
券
を
確
認
し
保
険
料
の
内
訳
書
を
作
成
し

て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
基
本
活
動
の
積
み
重
ね

が
関
与
先
と
の
信
頼
関
係
の
構
築
に
つ
な
が
る

の
で
す
。

事
務
所
全
員
で
取
り
組
む
た
め
の
体
制
構
築

企
業
防
衛
は
全
て
の
関
与
先
に
温
度
差
な
く

実
践
し
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に

は
、
事
務
所
全
員
で
取
り
組
む
た
め
の
体
制
構

築
が
重
要
で
す
。
当
事
務
所
で
は
、
次
の
取
り

組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①
保
険
指
導
理
念
の
啓
蒙

毎
月
開
催
し
て
い
る
推
進
会
議
で
は
、
冒
頭
、

全
員
で
『
T
K
C
企
業
防
衛
制
度
導
入
の
8
原

則
』
を
唱
和
し
、
さ
ら
に
所
長
が
自
ら
の
言
葉

で
職
員
に
解
説
す
る
こ
と
で
、
事
務
所
全
体
の

理
念
の
啓
発
に
つ
な
げ
て
い
ま
す
。
特
に
、
第

4
原
則
「
満
腹
作
戦
の
実
施
」
に
つ
い
て
は
、

死
亡
保
険
だ
け
で
な
く
就
業
不
能
リ
ス
ク
や
介

護
リ
ス
ク
も
含
め
た
『
ト
ー
タ
ル
保
障
』
の
視

点
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
徹
底
し
て
伝
え
て

い
ま
す
。

②
推
進
会
議
に
お
け
る
進
捗
状
況
の
確
認

推
進
責
任
者
主
導
で
準
備
・
運
営
す
る
推
進

会
議
で
は
、
各
担
当
者
が
事
前
に
推
進
責
任
者

か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
受
け
た
う
え
で
会
議
に
臨

み
ま
す
。
会
議
で
は
、
年
始
に
設
定
し
た
事
務

所
目
標
の
進
捗
確
認
を
行
い
、
関
与
先
ご
と
の

標
準
保
障
額
の
充
足
状
況
と
ト
ー
タ
ル
保
障
の

加
入
状
況
を
確
認
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
事
務

所
と
し
て
の
最
適
な
指
導
内
容
を
決
定
す
る
た

め
に
、
各
担
当
者
は
先
輩
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス

も
積
極
的
に
活
用
し
て
い
ま
す
。

③
決
算
報
告
会
で
の
保
険
指
導
の
徹
底

現
在
、
事
務
所
の
92
％
の
関
与
先
で
決
算
報

告
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
決
算
報
告
会
で
は
、

1
年
間
の
経
営
成
果
を
確
認
す
る
こ
と
に
加
え

て
、
重
点
課
題
の
整
理
、
翌
期
の
見
通
し
（
経

営
計
画
）
の
策
定
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

際
、
必
ず
標
準
保
障
額
を
説
明
し
、
過
不
足
に

対
す
る
保
険
指
導
を
行
い
ま
す
。
こ
の
取
り
組

み
を
通
じ
て
、
ほ
ぼ
全
て
の
関
与
先
経
営
者
が

リ
ス
ク
に
対
す
る
認
識
を
深
め
て
い
ま
す
。

最
も
重
要
な
こ
と
は
、
所
長
の
方
針

T
K
C
会
計
人
と
し
て
、
関
与
先
完
全
防
衛

の
実
現
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、

全
関
与
先
に
対
し
て
温
度
差
な
く
保
険
指
導
を

実
践
し
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ

の
実
践
に
あ
た
っ
て
は
事
務
所
全
員
で
取
り
組

み
、
目
標
達
成
す
る
た
め
の
体
制
構
築
が
重
要

で
す
。
先
生
方
に
お
か
れ
て
も
、
体
制
構
築
の

重
要
性
を
ご
認
識
い
た
だ
き
、
所
長
自
ら
先
頭

に
立
っ
て
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
所
長
の
強
い
想
い
な
く
し
て
は
、

体
制
構
築
は
実
現
で
き
ま
せ
ん
。
当
事
務
所
は
、

こ
れ
か
ら
も
T
K
C
会
計
人
と
し
て
や
る
べ
き

こ
と
に
全
力
で
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。　

■

TKC企業防衛制度導入の8原則
第1原則【肉親の一人としての助言・指導】
関与先の防衛問題を、関与先の経営者の肉親の一人
として、親身になって解決してやるのだとの純粋か
つ崇高な使命感から助言し指導すること。

第2原則【純粋かつ断固たる指導者の態度】
先生は相手方の妄想、思惑、風当たりを考え、及び
腰で説得する、との態度を絶対的に避け得ているこ
と。

第3原則【会計税務・経営の指導者の態度】
先生は保険会社の外務員でもなければ、保険会社の
代弁者でもない。会計税務の専門家であり、経営の
指導者である。ただ、資本制社会の制度としての保
険の一種類を、最も有利に関与先のために活用せん
とするだけだ、との態度を絶対に堅持すること。

第4原則【満腹作戦の実施】
企業防衛制度の契約指導に当たっては、満腹作戦を
とること。

第5原則【適正額算出による指導】
関与先企業における保険適正額を予め算出して指導
に当たること。

第6原則【議事録の作成】
先生は保険加入説得の時点で、関与先に対し、保険
契約成立と同時に法的に有効な議事録作成のアフ
ターサービスを実施する旨を、厳然と伝えておくこ
と。

第7原則【会計人としての保険指導】
先生は保険会社の外務員ではなく、保険契約指導の
会計人なのですから、いささかでも勧誘的な感触を
関与先に与えないよう厳然たる指導者的態度を崩さ
ず、堂々と胸を張って行動すること。

第8原則【関与先企業に最も有利な保険の指導】
関与先企業に保険契約を指導する場合には、常にそ
の時点で、関与先に最も適切有利なものに的を絞り、
それ以外は薦めない態度を堅持すること。


